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16 管理不全状態にある隣接共有土地の管理方法

Ｑ
隣接する共有土地が所有者不明土地ではないが、管理

不全状態にある場合、適正な管理をさせる方法はあるの

でしょうか。

Ａ
裁判所へ管理不全土地管理命令の発令を申し立て、任

命された管理不全土地管理人に適正な管理を行ってもら

うという方法が考えられます。

解 説

１ 管理不全土地管理命令制度の活用

令和５年４月１日施行の改正民法により、管理不全状態が継続する

土地について、所有者とその所在が判明していても管理不全の状態が

継続している場合は、利害関係人から裁判所に対し当該管理不全土地

管理命令の発令を申し立て、裁判所の命令によって選任された管理人

により管理不全の状況に応じた柔軟かつ継続的な管理を行うことがで

きるという制度が始まりました。これを管理不全土地管理命令制度と

呼びます（民264の９以下）。

本改正以前においては、本設問のような状況であっても、管理不全

状態にある土地の隣地の所有者は、所有権に基づく妨害排除請求権や

不法行為による損害賠償請求権等の行使により対応するしかありませ

んでした。しかし、これらの方法では継続的な管理が必要な場合に適

切な対応が難しいことや、是正内容を特定して請求する必要がある等、

請求者にとって支障が大きいということが指摘されていました。

現在は、管理不全土地管理命令制度を活用することにより、管理不

第１章 不動産70

2頁〔KUB0017〕【仁科(仁駒木)】 3頁

KUB0069.smd  Page 1 23/10/17 15:00  v4.00
共有物管理実務･奇数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

第５ 電子記録債権

68 債権者複数の場合の電子記録債権の利用

Ｑ
債権者が複数の電子記録債権を利用することはできま

すか。

Ａ
電子記録債権法では、債権者が複数いる電子記録債権

が想定されており、発生記録において各債権者の氏名及

び住所、債権が不可分債権又は連帯債権であるときはその旨、可

分債権であるときは債権者ごとの債権の金額が記録されることに

なります。

しかし、現在、指定を受けている電子債権記録機関は、いずれ

も債権者が複数の発生記録の請求を認めていません。したがっ

て、原因債権の債権者が複数の場合において電子記録債権を利用

する場合、債権者らは債務者と合意の上で、電子記録上は債権者

のいずれか１名の単独債権として記録した上で、債権者らは当該

電子記録債権を準共有の規律により管理、処分するといった工夫

を要するものと考えられます。

解 説

１ 電子記録債権とは

金銭債権を活用した事業者の資金調達の手法としては、手形の振出

しや売掛債権の譲渡・質入れ等がありますが、手形については振出し

にかかる事務コストや印紙税負担、紛失リスクなどから利用が減少し、

売掛債権の譲渡・質入れについても譲渡禁止特約が付される場合が多

いこと、債権の存否・帰属の確認に係る手間や二重譲渡のリスクがあ

第４章 金銭債権等 277

1頁 〔KUB0069〕【仁科(仁駒木)】

KUB0045.smd  Page 1 23/10/17 14:58  v4.00
共有物管理実務･奇数 A5･柱罫有･01A．honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

44 共有管（上・下水道）の設置・管理

Ｑ
上水道、下水道における共有管の設置、管理はどのよ

うになりますか。

Ａ
上水道の配水管は水道事業者が所有管理し、給水管は

水の需要者が所有管理します。下水道の公共下水管は地

方公共団体が管理しますが、排水管は土地所有者が設置する義務

を負います。

特に共有私道下にこれらの導管を設置する場合の手続が問題と

なりますが、共有私道の所有者である私人による給水管、排水管

の設置は持分に応じた使用として単独で行うことが可能と解さ

れ、共有私道下にある他の共有者の導管に接続することについて

も民法213条の２第１項の設備使用権の要件を満たす場合には同

意を得ることなく可能と解されます。

一方、配水管、公共下水管などの公共的導管を設置する場合、

共有土地の管理行為に該当するため、土地共有者の持分の過半数

の決定により導管の設置に係る利用契約の締結を行うことができ

ます。公共的導管の取替工事、補修工事についても、共有私道の

各共有者の明示又は黙示の合意により実施できるものと考えられ

ています。

解 説

１ 上水道、下水道の設置に関する規律

(１) 上水道について

水道事業において、水は水道事業者（市町村等）が設置する配水管
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全状態が継続する土地に対する管理が容易になることが期待されてい

ます。

２ 管理不全土地管理命令の要件と効力

(１) 要 件

管理不全土地管理命令が出るための具体的な要件は次のとおりです

（民264の９①）。

① 所有者（共有者を含む。）による土地の管理が不適当である

② 他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害され

るおそれがある

③ 当該土地の管理のために必要性がある

④ 利害関係人の請求

上記要件のうち②については、要件①が原因で、がけ崩れや土砂の

流出、竹木の倒壊等が生じ、又はそのおそれがある場合が挙げられて

います（中間試案補足説明67頁）。

また、要件④の「利害関係人」とは、要件②に該当する状況に置か

れている者をいい、例えば、土地上の建物がごみ屋敷状態で、土地に

も草が生えて獣が入っていて悪臭が漂う状況における隣地所有者は該

当するとされています。また、管理不全土地が共有地である場合にお

ける共有者についても他の共有部分について「利害関係人」となり得

るとされています（中間試案補足説明48・49頁）。

(２) 効 力

管理不全土地管理命令の効力は、管理不全土地、その土地上にある

所有者又は共有者の動産及び管理人が得た金銭等の財産（売却代金等）

に及びます（民264の10①）。

管理不全土地管理人は当該土地の「保存行為」及び「管理不全土地

等の性質を変えない範囲内においてその利用又は改良を目的とする行
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・共有者は共有物の全部について持分に応じた使用ができるため、共

有者ＡＢＣは、Ｄの同意を得ることなく掘削工事を行い、共有私道

下に共有排水管を設置することができます（民249①）。対価の償還

義務（民249②）も負わないと解されます。

・ＡＢＣが共有する排水管の修繕についても、各共有者は、共有排水

管の設置、改築、修繕又は維持するためやむを得ない必要があると

きは他人の土地を使用することができますので、当該共有私道の占

有者に対し事前に通知した上で、共同排水管の修繕のために共有私

道を使用することができます（下水道11③）。

・共有排水管の補修も保存行為としてＡＢＣの各共有者が単独で行う

ことができると解されます。

３ 共有私道下に配水管、公共下水管を設置する場合

配水管は前述のとおり水道事業者が所有・管理するもので、水道事

業者は、通常、私道共有者全員の同意を得て共有私道下に配水管を設

置しています。

また、公共下水管は地方公共団体が管理するもので、通常、公共下

水管を私道下には設置しませんが、私道共有者全員から同意が得られ

た場合など一定の条件下で、公共下水管を設置する場合もあります。

この場合、私道共有者との間で公共下水管を設置するための長期間の

利用権設定契約を締結することになります。

このような配水管、公共下水管の設置は、私道の地下の状態を物理

的に変更するものですが、一般的に私道の機能を変更させるものでは

ないこと、私道共有者自身が配水管を利用することからすると、配水

管設置のために利用権を設定する契約を締結し、配水管を設置する行

為は、共有物の管理に関する事項に当たり、共有者の持分の過半数で

決定することができ（民252①）、共有者による土地の使用を排除するも
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２ 債権者が複数の電子記録債権の発生及び譲渡

電子記録債権は、債務者となる者と債権者となる者の双方からの請

求により発生記録をすることにより生じます（電子債権15）。発生記録

として記録すべき事項については電子記録債権法16条１項に定めがあ

りますが（必要的記録事項）、その一つとして、債権者が複数である場

合、各債権者の氏名及び住所を、その債権が不可分債権又は連帯債権

であるときはその旨を、可分債権であるときは債権者ごとの債権の金

額を記録する必要があります（電子債権16①四）。

電子記録債権を譲渡する場合も、譲渡記録を行うことが債権の移転

の効力要件となります（電子債権17）。この譲渡記録は、譲渡人となる

者と譲受人となる者の双方からの請求を受けて行われることになりま

す（電子債権５①）（なお、電子債権記録機関の一つである株式会社全銀

電子債権ネットワーク（でんさいネット）では、電子記録債権の発生

記録、譲渡記録の請求手続は債務者請求方式が採られており、あらか

じめ債権者が債務者に電子記録を請求する権限を包括的に付与し、債

務者が電子記録を請求する際に権限付与に基づき併せて請求すること

になります。）。一般的な指名債権の譲渡と異なり、効力要件とは別に

債務者に対する通知又は債務者の承諾などによる対抗要件は不要で

す。不可分債権又は連帯債権である電子記録債権を譲渡する場合、不

可分性を維持したまま譲渡することになるので、債権者全員で譲渡記

録を請求することになるものと考えられます。可分債権である電子記

録債権の譲渡記録の請求についても同様と思われますが、電子記録債

権法上は、Ｑ69で述べる分割記録により特定の債権者の有する電子記

録債権の全部を分離すれば、分離された債権者のみで譲渡記録の請求

をすることが可能となります。
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